
（平成２４年３月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 23 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 22 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 19 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

千葉国民年金 事案 4170 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 53 年８月及び同年９月 

    私は、Ａ県Ｂ市に住んでいたが、婚姻を契機にＣ市に転居後、Ｃ市役

所で国民年金保険料の納付状況を確認したのに、申立期間が未納とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は任意加入当初の２か月と短期間である上、申立人は、申立期

間の前後の国民年金保険料を納付しており、任意加入期間の保険料は申立

期間を除いて全て納付していることから、納付意識の高さが認められる。 

   また、申立人の所持する国民年金手帳によると、申立期間に係る住所変

更手続を適切に行い、昭和 53 年８月４日に任意で国民年金被保険者の資

格を取得していることが記載されており、オンライン記録と一致している

上、任意で加入しながら、その当初の保険料を未納とすることは不自然で

ある。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4519 

 

第１ 委員会の結論 

 総務大臣から平成 23 年２月８日付けで行われた申立人の年金記録に係

る苦情のあっせんについては、あっせんの根拠となる法律の適用関係につ

いて厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、申立期間のうち、20

年８月１日から同年９月１日までの期間について、当該期間の標準報酬月

額の決定の基礎となる 19 年４月から同年６月までについて、申立人は、

その主張する報酬月額が事業主により支払われていないことから、標準報

酬月額に係る記録の訂正を行う必要性は認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 34 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 14 年６月１日から 16 年９月１日まで 

             ② 平成 16 年９月１日から 17 年９月１日まで 

             ③ 平成 15 年７月 25 日 

             ④ 平成 15 年 12 月 25 日 

             ⑤ 平成 16 年７月 23 日 

             ⑥ 平成 16 年 12 月 25 日 

             ⑦ 平成 17 年７月 25 日 

             ⑧ 平成 17 年 12 月 22 日 

             ⑨ 平成 18 年７月 25 日 

             ⑩ 平成 18 年 12 月 25 日 

             ⑪ 平成 19 年７月 25 日 

             ⑫ 平成 19 年 12 月 25 日 

             ⑬ 平成 20 年８月１日から同年９月１日まで 

Ａ（団体）Ｂ事業所は申立期間当時に勤務していた職員について、

社会保険事務所（当時）に誤った標準報酬月額及び標準賞与額を届け出

ていた。年金事務所に訂正届を提出し、平成 22 年７月 16 日に受理され

たが、既に時効が成立しているため、厚生年金保険の年金給付に反映さ

れないことから、厚生年金保険の給付に反映されるよう記録を訂正して

ほしい。 



                      

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成 20 年８月１日から同年９月１日までの期間に係

る標準報酬月額については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を

給与から控除されていたこと、及び事業主は、当該期間における保険料納

付義務を履行していないと認められることから、既に当委員会で決定した

あっせん案の報告に基づき、23 年２月８日付けで総務大臣から年金記録

に係る苦情のあっせんが行われている。 

   ところで、本件を含む厚生年金事案であって申立期間に厚生年金保険料

の徴収権の消滅時効成立前の期間を含む所定の事案に関する厚生年金保険

法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）の適用について、厚生労働省から、特例的に、当

該事案の申立日において既に厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消

滅した期間については、特例法を、その他の期間については、厚生年金保

険法を適用する、という見解が示され、当委員会では、上記各期間におい

て、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断す

ることとしている。 

しかしながら、前回なされたあっせんについては、その審議において、

厚生労働省の見解に基づく上述の厚生年金保険法と特例法の適用を前提と

した標準報酬月額の検証が行われていなかったことが確認された。 

このため、改めて厚生労働省の見解に基づく厚生年金保険法と特例法の

適用により、当該事案を再審議した結果、当該期間については、本件申立

日において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから、厚

生年金保険法を適用する。 

   したがって、当該期間については、事業主から提出された給与支払明細

書によると、標準報酬月額の決定の基礎となる平成 19 年４月から同年６

月までについて、申立人には、23 年２月８日付けあっせんを行う前のオ

ンライン記録と同額である標準報酬月額 28 万円に相当する報酬月額が事

業主により支払われていたことが確認でき、申立人の主張する報酬月額が

事業主により支払われていないことから、標準報酬月額に係る記録の訂正

を行う必要は認められない。



                      

  

千葉厚生年金 事案 4520 

 

第１ 委員会の結論 

 総務大臣から平成 23 年２月８日付けで行われた申立人の年金記録に係

る苦情のあっせんについては、あっせんの根拠となる法律の適用関係につ

いて厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、申立期間のうち、20

年８月１日から同年９月１日までの期間について、当該期間の標準報酬月

額の決定の基礎となる 19 年４月から同年６月までについて、申立人は、

その主張する報酬月額が事業主により支払われていないことから、標準報

酬月額に係る記録の訂正を行う必要性は認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年６月１日から 16 年４月１日まで 

             ② 平成 16 年４月１日から 18 年９月１日まで 

             ③ 平成 15 年７月 25 日 

             ④ 平成 15 年 12 月 25 日 

             ⑤ 平成 16 年７月 23 日 

             ⑥ 平成 16 年 12 月 25 日 

             ⑦ 平成 17 年７月 25 日 

             ⑧ 平成 17 年 12 月 22 日 

             ⑨ 平成 18 年７月 25 日 

             ⑩ 平成 18 年 12 月 25 日 

             ⑪ 平成 19 年７月 25 日 

             ⑫ 平成 19 年 12 月 25 日 

             ⑬ 平成 20 年８月１日から同年９月１日まで 

Ａ（団体）Ｂ事業所は申立期間当時に勤務していた職員について、

社会保険事務所（当時）に誤った標準報酬月額及び標準賞与額を届け出

ていた。年金事務所に訂正届を提出し、平成 22 年７月 16 日に受理され

たが、既に時効が成立しているため、厚生年金保険の年金給付に反映さ

れないことから、厚生年金保険の給付に反映されるよう記録を訂正して

ほしい。 



                      

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成 20 年８月１日から同年９月１日までの期間に係

る標準報酬月額については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を

給与から控除されていたこと、及び事業主は、当該期間における保険料納

付義務を履行していないと認められることから、既に当委員会で決定した

あっせん案の報告に基づき、23 年２月８日付けで総務大臣から年金記録

に係る苦情のあっせんが行われている。 

 ところで、本件を含む厚生年金事案であって申立期間に厚生年金保険料

の徴収権の消滅時効成立前の期間を含む所定の事案に関する厚生年金保険

法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）の適用について、厚生労働省から、特例的に、当

該事案の申立日において既に厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消

滅した期間については、特例法を、その他の期間については、厚生年金保

険法を適用する、という見解が示され、当委員会では、上記各期間におい

て、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断す

ることとしている。 

しかしながら、前回なされたあっせんについては、その審議において、

厚生労働省の見解に基づく上述の厚生年金保険法と特例法の適用を前提と

した標準報酬月額の検証が行われていなかったことが確認された。 

このため、改めて厚生労働省の見解に基づく厚生年金保険法と特例法の

適用により、当該事案を再審議した結果、当該期間については、本件申立

日において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから、厚

生年金保険法を適用する。 

   したがって、当該期間については、事業主から提出された給与支払明細

書によると、標準報酬月額の決定の基礎となる平成 19 年４月から同年６

月までについて、申立人には、23 年２月８日付けあっせんを行う前のオ

ンライン記録と同額である標準報酬月額 26 万円に相当する報酬月額が事

業主により支払われていたことが確認でき、申立人の主張する報酬月額が

事業主により支払われていないことから、標準報酬月額に係る記録の訂正

を行う必要は認められない。



                      

  

千葉厚生年金 事案 4521 

 

第１ 委員会の結論 

 総務大臣から平成 23 年２月８日付けで行われた申立人の年金記録に係

る苦情のあっせんについては、あっせんの根拠となる法律の適用関係につ

いて厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、申立期間のうち、20

年６月１日から同年９月１日までの期間における標準報酬月額に係る記録

を厚生年金保険法の規定に基づき、32 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年８月１日から同年９月１日まで 

             ② 平成 19 年９月１日から 20 年９月１日まで 

             ③ 平成 19 年 12 月 25 日 

Ａ（団体）Ｂ事業所は申立期間当時に勤務していた職員について、

社会保険事務所（当時）に誤った標準報酬月額及び標準賞与額を届け出

ていた。年金事務所に訂正届を提出し、平成 22 年７月 16 日に受理され

たが、既に時効が成立しているため、厚生年金保険の年金給付に反映さ

れないことから、厚生年金保険の給付に反映されるよう記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成 20 年６月１日から同年９月１日までの期間に係

る標準報酬月額については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を

給与から控除されていたこと、及び事業主は、当該期間における保険料納

付義務を履行していないと認められることから、既に当委員会で決定した

あっせん案の報告に基づき、23 年２月８日付けで総務大臣から年金記録

に係る苦情のあっせんが行われている。 

   ところで、本件を含む厚生年金事案であって申立期間に厚生年金保険料

の徴収権の消滅時効成立前の期間を含む所定の事案に関する厚生年金保険

法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）の適用について、厚生労働省から、特例的に、当



                      

  

該事案の申立日において既に厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消

滅した期間については、特例法を、その他の期間については、厚生年金保

険法を適用する、という見解が示され、当委員会では、上記各期間におい

て、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断す

ることとしている。 

しかしながら、前回なされたあっせんについては、その審議において、

厚生労働省の見解に基づく上述の厚生年金保険法と特例法の適用を前提と

した標準報酬月額の検証が行われていなかったことが確認された。 

   このため、改めて厚生労働省の見解に基づく厚生年金保険法と特例法の

適用により、当該事案を再審議した結果、平成 20 年６月１日から同年９

月１日までの期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効に

より消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

   したがって、当該期間については、平成 22 年７月 16 日付けで事業主か

ら日本年金機構へ提出された厚生年金保険被保険者報酬月額変更届に基づ

き、同年８月４日付けで標準報酬月額の改定が行われている（当該額は厚

生年金保険法第 75 条本文の規定に該当するとして、年金額計算の基礎と

なっていない。）が、事業主から提出された給与支払明細書によると、標

準報酬月額の改定の基礎となる 20 年１月から同年３月までの標準報酬月

額 32 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われているこ

とが確認できることから、厚生年金保険法に基づき、当該期間に係る標準

報酬月額を 32 万円に訂正することが必要である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4522 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成 20 年８月１日から 21 年９月１日までの期間につ

いて、標準報酬月額の決定の基礎となる 19 年４月から同年６月までは、

標準報酬月額 47 万円に相当する報酬月額、及び 20 年６月から同年８月ま

では、標準報酬月額 56 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ

支払われていたと認められることから、申立人のＡ社における当該期間の

標準報酬月額に係る記録を同年８月は 47 万円、同年９月から 21 年８月ま

では 56 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15 年９月１日から 21 年９月１日まで 

私は、平成 15 年９月から 22 年６月まで、Ｂ市のＡ社に正社員とし

て継続して勤務し、Ｃ（業務）に従事したが、入社時から 21 年８月ま

での厚生年金保険の標準報酬月額の記録が給与額と異なっていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 20 年８月１日から 21 年９月１日までの期間につ

いては、当該期間における申立人の報酬月額又は厚生年金保険料控除額に

見合う標準報酬月額は、オンライン記録により確認できる標準報酬月額と

同額であることが確認できることなどから、既に当委員会の決定に基づく

23 年３月８日付け総務大臣の年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

ところで、本件を含む厚生年金事案であって申立期間に厚生年金保険料

の徴収権の消滅時効成立前の期間を含む所定の事案に関する厚生年金保険

法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）の適用について、厚生労働省から、特例的に、当

該事案の申立日において既に厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消

滅した期間については、特例法を、その他の期間については、厚生年金保



                      

  

険法を適用する、という見解が示され、当委員会では、上記各期間におい

て、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断す

ることとしている。 

しかしながら、前回なされた通知については、その審議において、厚生

労働省の見解に基づく上述の厚生年金保険法と特例法の適用を前提とした

標準報酬月額の検証が行われていなかったことが確認された。 

このため、改めて厚生労働省の見解に基づく厚生年金保険法と特例法の

適用により、当該事案を再審議した結果、平成 20 年８月１日から 21 年９

月１日までの期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効に

より消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

したがって、当該期間については、申立人から提出された給料支払明細

書及び事業主から提出された賃金台帳によると、標準報酬月額の決定の基

礎となる平成 19 年４月から同年６月までは標準報酬月額 47 万円、及び

20 年６月から同年８月までは標準報酬月額 56 万円に相当する報酬月額が

事業主により申立人へ支払われていることが確認できることから、厚生年

金保険法に基づき、当該期間に係る標準報酬月額を同年８月は 47 万円、

同年９月から 21 年８月までは 56 万円に訂正することが必要である。



 

  

千葉厚生年金 事案 4523 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年３月１日から８年 11 月 30 日まで 

私は、Ａ社に勤務したときの給与月額について、正確な金額は記

憶していないが、厚生年金保険の当時の標準報酬月額の最高等級の

59 万円以上であったことは確かであり、標準報酬月額が９万 2,000

円となっているのは納得できない。調査の上、正しい標準報酬月額

の 59 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、平成７年３月から８年９月まで 59 万円（上限）と記録されていたと

ころ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（８年 11 月 30

日）の６日後の同年 12 月６日付けで、資格取得日（７年３月１日）の標

準報酬月額（上限 59 万円）を訂正の上、７年 10 月１日及び８年 10 月１

日の定時決定時の標準報酬月額（上限 59 万円）を取り消し、資格取得日

に遡って９万 2,000 円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、オンライン記録において、申立人以外で、当該事業所が適用事業

所でなくなった日（平成８年 11 月 30 日）に被保険者資格を喪失している

６人のうち５人が、申立人と同様、資格取得日に遡って標準報酬月額が減

額訂正されていることが確認できる。 

さらに、当該事業所の商業登記簿謄本により、申立人は、平成９年１月

14 日まで当該事業所の取締役であったことが確認できるが、申立人は、

「事業主との間にいざこざがあって、８年 11 月頃から出社しなくなっ

た。」と供述しているところ、オンライン記録により、申立人の国民年金



 

  

の資格取得日は、当初、同年 12 月１日であったことが確認できる上、同

年 12 月の国民年金保険料を納付していることから、申立人は、当該事業

所を同年 11 月末で退職し、国民年金への切替手続を行ったと推認でき、

当該遡及訂正処理に関与していなかったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該遡及訂正

処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該遡及訂正記録は有効なものと

は認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、59 万円に訂正することが必

要である。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4524 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成７年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 19 万円

とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年２月 28 日から同年３月１日まで 

私は、平成５年４月にＡ社に入社し、７年２月末日まで勤務した。

申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無いので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の元事業主及び複数の元同僚の証言並びに申立人の雇用保険の加入

記録により、申立人は、当該事業所に平成７年２月 28 日まで継続して勤

務していたことが確認できる。 

また、当該事業所の当時の事業主は、「給与は月末払いで保険料控除は

当月控除であり、平成７年２月の厚生年金保険料を給与から控除した。」

と回答しているところ、申立人と同じ日（平成７年２月 28 日）に資格喪

失している複数の元同僚から提出された同年２月の給与明細書により、厚

生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の商業登記簿謄本により、同社は、申立期間において法人

格を有していたことが確認できることから、厚生年金保険の適用事業所要

件を満たしていたと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の当該事業所におけ



 

  

る平成７年１月の社会保険事務所（当時）の記録から 19 万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、申立期間当時、当該事業所は、適用事業所でありな

がら社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることか

ら、社会保険事務所は、申立人に係る平成７年２月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4525 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年１月１日から 48 年 11 月１日ま

での期間、50 年１月１日から同年７月１日までの期間、51 年１月１日か

ら同年８月１日までの期間及び 52 年１月１日から同年５月 31 日までの期

間に係る標準報酬月額について、その主張する標準報酬月額額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 46 年１月から同年 12 月ま

では５万 2,000 円、47 年１月から同年 12 月までは６万円、48 年１月から

同年２月までは７万 2,000 円、同年３月は８万円、同年４月から同年６月

までは７万 2,000 円、同年７月は７万 6,000 円、同年８月から同年９月ま

では７万 2,000 円、同年 10 月は７万 6,000 円、50 年１月から同年６月ま

では９万 8,000 円、51 年１月から同年７月までは 11 万 8,000 円、52 年１

月から同年４月までは 12 万 6,000 円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年５月 31 日から同年６月１

日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日に係

る記録を同年６月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 12 万 6,000

円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年１月１日から 52 年５月 31 日まで 

             ② 昭和 52 年５月 31 日から同年６月１日まで 

私は、昭和 44 年５月にＢ事業所に入所して同年 12 月の事務所閉鎖

に伴い、Ａ事業所に勤務先が変わった。年金事務所からの照会文書にお



                      

  

ける申立期間当時の標準報酬月額の記録を見ると、私が保存していた

46 年１月から 52 年５月までの給与明細書等の金額と違うので調査をし

てほしい。また、Ａ事業所に同年５月 31 日まで勤務していたので資格

喪失日を同年６月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①に係る標準報酬月額の相違について申し立てて

いるところ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は

決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の報酬月

額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間①のうち、昭和 46 年１月１日から 48

年 11 月１日までの期間、50 年１月１日から同年７月１日までの期間、

51 年１月１日から同年８月１日までの期間及び 52 年１月１日から同年

５月 31 日までの期間に係る標準報酬月額については、申立人から提出

された給与明細書により、46 年１月から同年 12 月までは５万 2,000 円、

47 年１月から同年 12 月までは６万円、48 年１月から同年２月までは７

万 2,000 円、同年３月は８万円、同年４月から同年６月までは７万

2,000 円、同年７月は７万 6,000 円、同年８月から同年９月までは７万

2,000 円、同年 10 月は７万 6,000 円、50 年１月から同年６月までは９

万 8,000 円、51 年１月から同年７月までは 11 万 8,000 円、52 年１月か

ら同年４月までは 12 万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、給与明細書の保険料控除額に見合う標準報

酬月額と社会保険事務所（当時）において記録されている標準報酬月額

が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与明細書の保

険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務所に届け出ておらず、その

結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月

額に基づく保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

一方、申立期間①のうち、昭和 48 年 11 月１日から 50 年１月１日ま

での期間、同年７月１日から 51 年１月１日までの期間及び同年８月１

日から 52 年１月１日までの期間については、給与明細書により確認で

きる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額のいずれか低い方

の額は、オンライン記録により確認できる標準報酬月額より同額又は低



                      

  

額であることが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当

たらないため、あっせんは行わない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、昭和 52 年５月 31 日付けの「退職

願」を提出し、同年５月 31 日までＡ事業所に勤務したと供述している

が、社会保険事務所の記録では、同年５月 31 日に厚生年金保険の被保

険者資格を喪失している。 

しかし、元同僚は、「入所後の最初の給料から所得税と社会保険料

を控除された記憶がある。」と供述しているところ、申立人から提出さ

れた給与明細書により、申立期間①中６回にわたり総支給額が増加した

月から保険料控除額が増加していることが確認でき、当月控除であると

推認されることから、退職月の昭和 52 年５月の給与から控除されてい

る厚生年金保険料は同年５月の分であると認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ事業所に継続して勤務

し、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間②の標準報酬月額は、給与明細書により 12 万

6,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主が死亡しているため不明であるが、事

業主が資格喪失日を昭和 52 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社

会保険事務所が、これを同年５月 31 日と誤って記録することは通常考

え難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。



                      

  

千葉厚生年金 事案 4526 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成６年 11 月１日から７年４月 18 日までの期間に

ついては、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期

間の標準報酬月額を 32 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年６月１日から同年 10 月 31 日まで 

             ② 平成６年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

             ③ 平成６年 11 月１日から７年４月 18 日まで 

    申立期間①については、Ａ社に勤務した期間のうち、平成６年６月

から同年９月までの厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与より

低くされており、正しい記録に訂正してほしい。 

    申立期間②については、Ａ社の厚生年金保険被保険者の資格喪失日

が平成６年 10 月 31 日とされ、Ｂ社の資格取得日が同年 11 月１日と

されているが、両社は同一事業主による同系列の会社であり、継続し

て勤務していたので、Ａ社の資格喪失日が同年 10 月 31 日とされてい

るのは納得できない。 

    申立期間③については、Ｂ社に勤務していたが、平成６年 11 月か

ら７年３月までの厚生年金保険の標準報酬月額が実際の給与より低く

されており、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間③については、オンライン記録において、申立人のＢ社に

おける標準報酬月額は、当初、平成６年 11 月から７年３月までは 32

万円と記録されていたところ、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（７年４月 21 日）の後の同年６月５日付けで、６年 11 月

１日に遡及して９万 2,000 円に減額訂正されていることが確認できる。 

    また、同様の遡及訂正がＢ社の被保険者縦覧回答票により確認でき



                      

  

る厚生年金保険被保険者９名（申立人を含む）全員に確認できる。 

    さらに、Ｂ社の閉鎖登記簿謄本の役員欄に申立人の氏名は無く、当

時の元同僚は、「申立人は、社会保険関係の業務に関わっていなかっ

た。」と供述している。 

    これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このよう

な処理を行うべき合理的な理由は見当たらず、標準報酬月額の記録訂

正は有効なものとは認められないことから、申立人の申立期間③に係

る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、

32 万円に訂正することが必要である。 

 

  ２ 申立期間①については、オンライン記録において、当初、申立人の

Ａ社における厚生年金保険の被保険者資格喪失日は平成６年６月 16

日、同年５月までの標準報酬月額は 41 万円と記録されていたところ、

同社が適用事業所でなくなった日（６年 10 月 31 日）の後の同年 11

月２日付けで申立人の資格喪失日を同年 10 月 31 日に延長し、同年６

月から同年９月までの標準報酬月額を 32 万円とする処理が遡及して

行われたことが確認できる。 

    しかし、申立期間①の標準報酬月額を 32 万円とする上記の処理は、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった後に行われた処理では

あるものの、当初、厚生年金保険の被保険者期間ではなかった期間を

被保険者期間とする処理に伴って行われた処理であり、直ちに不合理

な処理であるとまでは認め難い。 

    また、オンライン記録によると、Ａ社の元同僚は、申立人と同じく

当初、資格喪失日が平成６年６月 16 日、同年５月までの標準報酬月

額が 53 万円と記録され、申立人と同じ同年 11 月２日付けで資格喪失

日を同年 10 月 31 日、同年６月以降の標準報酬月額を 47 万円とする

処理が行われているところ、当該元同僚が所持する給与明細書により、

当該期間の給与が 47 万円の標準報酬月額に相当する金額に減額され

たことが確認でき、同年 11 月２日付けで行われた処理は、事実に即

した処理であったことがうかがえる。 

    さらに、Ａ社の元同僚 63 名に照会を行った結果、複数の元同僚は、

平成６年５月頃に事業主から給与の減額を通告された旨回答している。 

    これらのことから判断すると、平成６年 11 月２日付けで行われた

申立人の資格喪失日の訂正処理及び申立期間①の標準報酬月額を 32

万円とする処理は、事実に即した処理であったものと推認できる。 

    このほか、申立期間①において申立人が主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 



                      

  

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めるこ

とはできない。 

 

  ３ 申立期間②については、元同僚の証言により、申立人がＡ社及びＢ

社に継続して勤務していたことは推認できる。 

    しかし、Ａ社は平成３年１月１日に厚生年金保険の適用事業所とな

り、６年 10 月 31 日に適用事業所でなくなっており、Ｂ社は同年 11

月１日に適用事業所となり、７年４月 21 日に適用事業所でなくなっ

ていることから、申立期間②は両社とも適用事業所ではない期間であ

る。 

    また、オンライン記録により、Ａ社からＢ社に移籍した者は申立人

を含め９名確認できるが、全員が平成６年 10 月 31 日にＡ社で資格喪

失し、全員が同年 11 月１日以降にＢ社で資格取得しており、申立期

間②に厚生年金保険の被保険者資格を有する者はいない。 

    さらに、上記９名のうち１名が所持する給与明細書により、平成６

年 10 月の保険料が給与から控除されていないことが確認できる。 

    加えて、Ａ社の事業主は所在が不明であり、関係資料の所在は不明

であることから、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険の適用状況

及び保険料の控除について確認できない上、申立人の申立期間②にお

ける保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4527 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、

昭和 28 年９月 19 日であると認められることから、申立期間の資格喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年１月１日から同年９月 19 日まで 

    私は、昭和 23 年９月からＡ社Ｂ事業所（その後、Ｃ社に継承）にＤ

（職種）として勤務し、28 年９月頃に希望退職に応募して退職したが、

厚生年金保険被保険者の資格喪失日が同年１月１日とされているのは納

得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 28 年９月頃に希望退職に応じて退職した。」と供述

しているところ、Ａ社が提出した社史には、「昭和 28 年８月に希望退職

の募集をしたところ、応募者の続出をみた。」と記載されており、申立人

の供述と符合している上、Ａ社Ｂ事業所の元同僚４名は、「希望退職の募

集があった。」と供述しており、このうち、「希望退職に応募して退職し

た。」と供述している２名は、いずれも 28 年９月 19 日に資格喪失してい

ることが確認できる。 

   また、オンライン記録では、申立人の資格喪失日は昭和 28 年１月１日

と記録されているが、Ａ社Ｂ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

には、資格喪失日が記載されていないことから、社会保険事務所（当時）

における記録管理が必ずしも適切であったとは認め難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金

保険被保険者の資格喪失日は、昭和 28 年９月 19 日とすることが妥当であ

る。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ事業所における昭和

27 年 12 月の社会保険事務所の記録から、8,000 円とすることが妥当であ

る。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4528 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 17 年６月１日に労働者年金保険被保険者の資

格を取得した旨の届出を社会保険出張所（当時）に対し行ったことが認め

られ、かつ、申立人のＡ社における申立人の厚生年金保険被保険者の資格

喪失日は、20 年８月 28 日であったと認められることから、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を同日に訂正

することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、90 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17 年６月１日から 20 年８月 28 日まで 

    私は、日本年金機構から加入記録の調査結果の連絡があり、戦時中の

Ａ社の加入記録が確認できたが、健康保険労働者年金保険被保険者名簿

が戦災で焼失し資格喪失日が特定できないことから、第三者委員会の審

議により、資格喪失日を特定するように依頼があった。年金記録回復の

ため、資格喪失日を特定してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、「私の夫は、Ａ社に昭和 17 年６月から 20 年８月までの

期間勤務していた。」と主張しているところ、申立人と氏名及び生年月日

が一致し、当該事業所において 17 年１月１日（ただし、労働者年金保険

料の徴収は同年６月１日からである。）に労働者年金保険被保険者の資格

を取得したことの記載があり、資格喪失日は空欄となっている厚生年金保

険被保険者台帳が確認できる。 

   また、元同僚は、「昭和 12 年から 19 年１月１日に徴兵されるまで、当

該事業所で申立人と一緒に働いた。」と供述している上、元同僚である申



 

  

立人の妹は、「戦争中、当該事業所（Ｂ（地名））に実家から兄と一緒に

通勤し、Ｃ（業務）をしており、戦争が終わったときに当該事業所が閉鎖

されたので、兄と一緒に退職した。」と供述しており、当該事業所の社史

の内容とおおむね一致している上、オンライン記録及び上記被保険者台帳

によれば、申立人の妹は当該事業所を 20 年８月 28 日に資格喪失しており、

当該喪失日は当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日と

一致している。 

   さらに、複数の元同僚の厚生年金保険被保険者台帳においても資格喪失

日が空欄になっている上、日本年金機構は、当該事業所に係る被保険者名

簿については、戦災により全て焼失し、復元されていないと回答している。 

   これらの事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の資格喪失日

の記録が無いことの原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による被保

険者名簿への記入漏れ、被保険者名簿の焼失等の可能性が考えられるが、

被保険者名簿の大規模な焼失等から半世紀もたった今日において、保険者

も被保険者名簿の完全な復元をなしえない状況の下で、申立人及び事業主

にその原因がいずれにあるのかの特定を行わせることは不可能を強いるも

のであり、同人らにこれによる不利益を負担させるのは相当でないという

べきである。 

   以上を踏まえて本件を見るに、申立人が申立期間中に継続勤務した事実

及び事業主による保険料の控除の事実が推認できること、及び申立てに係

る厚生年金保険の記録は、事業主がその届出を行った後に焼失した可能性

が相当高いと認められる一方で、この推認を妨げる特段の事情は見当たら

ないことなどの諸事情を総合して考慮すると、事業主は、申立人が昭和

17 年６月１日に労働者年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社

会保険出張所に対し行ったと認めるのが相当であり、かつ、申立人の申立

てに係る事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、元同僚で

ある申立人の妹の資格喪失日及び供述から、当該事業所が厚生年金保険の

適用事業所ではなくなった日である 20 年８月 28 日とすることが妥当であ

ると判断する。 

   また、申立期間の標準報酬月額は、上記被保険者台帳の記録から 90 円

とすることが妥当である。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4529～4534（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を＜標準賞与額＞（別

添一覧表参照）とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：  別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年７月７日 

    Ａ社は、平成 20 年７月７日に賞与を支給し、申立人から厚生年金保

険料を控除したが、賞与支払届の事務手続を誤ったため申立期間に係る

保険料を納付しなかった。23 年８月 30 日に当該賞与に係る賞与支払届

を提出しているので、年金額に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 20 年７月７日に支給された賞与に係る支給控

除一覧表により、申立人は、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）に基づく

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により

消滅した後に、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っ

ていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標

準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 （注）同一事業主に係る同種の案件６件（別添一覧表参照） 



別添一覧表

番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 標準賞与額

4529 男 昭和19年生 75万円

4530 男 昭和46年生 75万円

4531 男 昭和25年生 75万円

4532 男 昭和31年生 75万円

4533 男 昭和39年生 75万円

4534 男 昭和21年生 40万円



 

千葉厚生年金 事案 4535 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（名称変更後は、Ｂ社）

における資格喪失日に係る記録を昭和 57 年 10 月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を 22 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和 57 年 10 月１日付けでＡ社からＢ社本社に転勤した際のＡ

社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日が同年９月 30 日となっ

ているが、同年 10 月１日の誤りなので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時における複数の元同僚の証言から判断すると、申立人がＡ

社に継続して勤務し（昭和 57 年 10 月１日に同社からＢ社に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

57 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、22 万円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者

資格喪失確認通知書から昭和 57 年９月 30 日を資格喪失日として届け出た

ことが確認でき、事業主は、申立人の資格喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して誤って提出したことを認めていることから、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付さ

れるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



 

千葉厚生年金 事案 4536 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年１月 30 日から同年２月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同

年２月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 17 万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年１月 30 日から同年２月１日まで 

             ② 昭和 58 年５月 23 日から同年７月６日まで 

私は、Ａ社に昭和 52 年１月 31 日まで勤務したが、同年１月 30 日か

ら同年２月１日までの期間について、厚生年金保険の加入記録が欠落し

ている。また、Ｂ社に勤務した 58 年５月 23 日から同年７月６日までの

期間の加入記録が欠落している。調査の上、記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、Ａ社に係る雇用保険の加入記録に

より、昭和 52 年１月 31 日に同社を離職していることが確認できる。 

また、申立人は、「当該事業所が昭和 52 年１月末頃に倒産した後も、

引き続き残務整理を行った。」と供述しているところ、元同僚２名のう

ち、１名は、「私と申立人は、会社が倒産後もＣ（業務）等の残務整理

を行った。」とし、他の１名は、「当時のメモから、私は 52 年１月 31

日に退職した。退職したときに申立人もいた。」と供述している。 

さらに、申立人は、「昭和 52 年１月 31 日支給の給与から厚生年金保

険料が控除されていたことを記憶している。」と供述しているところ、

上記元同僚のうち１名は、「退職時の給与の支給額は、前月と変化は無

かったことから、保険料が控除されていたと思う。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し、申

立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた



 

と認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社は昭和 52 年１月 30 日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなっているが、上記元同僚２名は、「52 年

１月 30 日に資格喪失した６名は、申立人と同じく同年１月 31 日まで同

社に継続して勤務していた。」と供述している上、閉鎖登記簿謄本によ

り、当該事業所は、法人として存続していたことが確認できることから、

申立期間①において、当時の厚生年金保険法に基づく適用事業所要件を

満たしていたと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額は、申立人のＡ社に係る昭和 51 年

12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、17 万円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、当該事業所は、申立期間①において適用事業所でありなが

ら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められること

から、申立人の申立期間①に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 

２ 申立期間②については、申立人は、「申立期間②の前に勤務していた

Ｄ社の社長とＢ社の社長とは親しく、Ｂ社へ引き抜かれ、間隔を空けず

に勤務したので２か月の欠落があるのはおかしい。」と主張しているが、

Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人に係る資格取得日

（昭和 58 年７月６日）は、オンライン記録と一致する上、資格取得の

届出受理年月日は、同年７月７日となっており、事務処理上の不自然さ

は無く、申立期間②において新たに被保険者資格を取得した者はいない。 

また、Ｂ社に係る申立人の雇用保険の加入記録は、昭和 58 年７月６

日に資格取得し、59 年 11 月 30 日に離職しており、社会保険事務所の

記録と符合する。 

さらに、申立期間②とほぼ同時期に当該事業所に勤務し、住所が判明

した元同僚４名について調査した結果、３名から回答があり、そのうち

の２名は申立人を記憶しており、残りの１名は入社から約３か月の試用

期間があったと供述しているところ、当該同僚の記憶する入社時期と被

保険者資格を取得した日には、３か月の欠落がある。 

加えて、Ｂ社は、申立期間②当時の資料を保管しておらず、現在の事

業主は、「当時の事業主に当時のことを聞いてみたが何も分からなかっ

た。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4537 

 

第１ 委員会の結論 

   総務大臣から平成 23 年 11 月１日付けで行われた申立人の年金記録に係

る苦情のあっせんについては、あっせんの根拠となる法律の適用関係につ

いて厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、申立期間のうち、20

年 12 月 29 日における標準賞与額に係る記録を厚生年金保険法の規定に基

づき、25 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年９月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 15 年７月 31 日 

             ③ 平成 15 年 12 月 19 日 

             ④ 平成 16 年７月 15 日 

             ⑤ 平成 16 年 12 月 15 日 

             ⑥ 平成 17 年７月 29 日 

             ⑦ 平成 17 年 12 月 29 日 

             ⑧ 平成 18 年８月 11 日 

             ⑨ 平成 19 年８月９日 

             ⑩ 平成 20 年８月 11 日 

             ⑪ 平成 20 年 12 月 29 日 

    私は、平成 10 年２月から 21 年 12 月までＡ社に継続して勤務したが、

15 年９月から 20 年８月までの標準報酬月額が受け取っていた給与に比

べて低く記録されている。また、15 年７月から 20 年 12 月までに賞与

が支給され、厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、18 年

12 月に支給された賞与を除いて、標準賞与額の記録が欠落しているの

で、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、申立期間⑪に係る標準賞与額については、申立人は当

該期間に係る厚生年金保険料を賞与から控除されていたこと、及び事業主



 

が当該期間における保険料納付義務を履行したか否かについては、明らか

でないと認められることから、既に当委員会において決定したあっせん案

の報告に基づき平成 23 年 11 月１日付けで総務大臣から年金記録に係る苦

情のあっせんが行われている。 

   ところで、本件を含む厚生年金事案であって申立期間に厚生年金保険料

の徴収権の消滅時効成立前の期間を含む所定の事案に関する厚生年金保険

法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）の適用について、厚生労働省から、特例的に、当

該事案の申立日において既に厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消

滅した期間については、特例法を、その他の期間については、厚生年金保

険法を適用する、という見解が示され、当委員会では、上記各期間におい

て、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断す

ることとしている。 

しかしながら、前回なされたあっせんについては、その審議において、

厚生労働省の見解に基づく上述の厚生年金保険法と特例法の適用を前提と

した標準賞与額の検証が行われていなかったことが確認された。 

このため、改めて厚生労働省の見解に基づき厚生年金保険法と特例法の

適用について、当該事案を再審議した結果、申立期間⑪については、本件

申立日において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから、

厚生年金保険法を適用する。 

したがって、当該期間については、申立人から提出された賞与明細書に

よると、標準賞与額（25 万円）に相当する賞与が事業主により申立人へ

支払われていることが確認できることから、厚生年金保険法に基づき、当

該期間に係る標準賞与額を 25 万円に訂正することが必要である。 



 

千葉厚生年金 事案 4538 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成 21 年２月１日から同年３月１日までの期間につ

いて、標準報酬月額の決定の基礎となる 20 年４月から同年６月までは、

標準報酬月額 34 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払わ

れていたと認められることから、申立人のＡ社における当該期間の標準報

酬月額に係る記録を 34 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年 11 月１日から 21 年３月１日まで 

私は、平成 19 年 11 月１日から 21 年２月末日までＡ社に勤務した。

この期間に係る標準報酬月額が 24 万円と記録されているが、実際の給

与支給額と比較すると低すぎる。給料支払明細書を提出するので給与支

給額に見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成 21 年２月１日から同年３月１日までの期間につ

いては、申立人から提出された給料支払明細書により厚生年金保険料控除

額に相当する標準報酬月額がオンライン記録と一致していることが確認で

きることなどから、既に当委員会の決定に基づく 23 年９月６日付け総務

大臣の年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

ところで、本件を含む厚生年金事案であって申立期間に厚生年金保険料

の徴収権の消滅時効成立前の期間を含む所定の事案に関する厚生年金保険

法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）の適用について、厚生労働省から、特例的に、当

該事案の申立日において既に厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消

滅した期間については、特例法を、その他の期間については、厚生年金保

険法を適用する、という見解が示され、当委員会では、上記各期間におい

て、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断す

ることとしている。 



 

しかしながら、前回なされた通知については、その審議において、厚生

労働省の見解に基づく上述の厚生年金保険法と特例法の適用を前提とした

標準報酬月額の検証が行われていなかったことが確認された。 

このため、改めて厚生労働省の見解に基づき厚生年金保険法と特例法の

適用について、当該事案を再審議した結果、平成 21 年２月１日から同年

３月１日までの期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効

により消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

   したがって、当該期間については、申立人から提出された給料支払明細

書によると、標準報酬月額の決定の基礎となる平成 20 年４月から同年６

月までの標準報酬月額 34 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人

へ支払われていることが確認できることから、厚生年金保険法に基づき、

当該期間に係る標準報酬月額を 34 万円に訂正することが必要である。 



 

千葉厚生年金 事案 4539 

 

第１ 委員会の結論 

   総務大臣から平成 23 年９月６日付けで行われた申立人の年金記録に係

る苦情のあっせんについては、あっせんの根拠となる法律の適用関係につ

いて厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、申立期間における標準

賞与額に係る記録を厚生年金保険法の規定に基づき、12 万 3,000 円に訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 21 年４月３日 

    私は、平成 21 年４月３日に支給された賞与の年金記録が無いが、そ

のときの賞与明細書等を添付するので年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る標準賞与額については、申立人は厚生年金保険料を賞与

から控除されていたこと、及び事業主は、保険料納付義務を履行していな

いと認められることから、既に当委員会において決定したあっせん案の報

告に基づき平成 23 年９月６日付けで総務大臣から年金記録に係る苦情の

あっせんが行われている。 

   ところで、本件を含む厚生年金事案であって申立期間に厚生年金保険料

の徴収権の消滅時効成立前の期間を含む所定の事案に関する厚生年金保険

法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）の適用について、厚生労働省から、特例的に、当

該事案の申立日において既に厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消

滅した期間については、特例法を、その他の期間については、厚生年金保

険法を適用する、という見解が示され、当委員会では、上記各期間におい

て、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断す

ることとしている。 

しかしながら、前回なされたあっせんについては、その審議において、

厚生労働省の見解に基づく上述の厚生年金保険法と特例法の適用を前提と



 

した標準賞与額の検証が行われていなかったことが確認された。 

このため、改めて厚生労働省の見解に基づき厚生年金保険法と特例法の

適用について、当該事案を再審議した結果、申立期間については、本件申

立日において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから、

厚生年金保険法を適用する。 

   したがって、当該期間については、元事業主から提出された賞与明細書

によると、標準賞与額（12 万 3,000 円）に相当する賞与が事業主により

申立人へ支払われていることが確認できることから、厚生年金保険法に基

づき、当該期間に係る標準賞与額を 12 万 3,000 円に訂正することが必要

である。 



 

千葉厚生年金 事案 4540 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成４年３月 31 日から５年４月１日までの期間につ

いては、申立人のＡ社における資格喪失日は、同年４月１日であると認め

られることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係

る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、平成４年３月から同年９月

までは 30 万円、同年 10 月から５年３月までは 34 万円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年３月 31 日から５年８月 21 日まで 

    私は、Ａ社に平成３年４月から５年８月 20 日まで継続して勤務し、

給与から厚生年金保険料を控除されていたが、厚生年金保険被保険者の

資格喪失日が４年３月 31 日となっていることは納得できないので、訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成４年３月 31 日から５年４月１日までの期間につ

いては、雇用保険の加入記録により、申立人はＡ社で継続して勤務してい

たことが確認できるところ、オンライン記録において、申立人の当該事業

所における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、当該事業所が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった同年４月１日付けで、遡及して４年３月

31 日と記録されている上、複数の元同僚についても申立人と同様に５年

４月１日付けで厚生年金保険被保険者の資格喪失日を遡及して４年３月

31 日と記録されていることが確認できる。 

   また、当該事業所の閉鎖登記簿謄本によると、申立人は役員でなかった

ことが確認できる上、複数の元従業員は、申立人はＢ（職種）であり、社

会保険関係の手続は担当していなかった旨供述していることから、申立人

は、当該資格喪失日の遡及処理に関与していないと認められる。 



 

   さらに、当該事業所の履歴事項全部証明書によると、申立期間当時、当

該事業所は法人格を有していることが確認できることから、当該事業所は

当時の厚生年金保険法に基づく適用事業所としての要件を満たしていたも

のと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の当該事業所における被保険者資

格を遡及して喪失した旨の処理は事実に即したものとは考え難く、社会保

険事務所（当時）において、このような処理を行うべき合理的な理由は見

当たらず、当該処理に係る記録は有効なものと認められないことから、申

立人の資格喪失日は、当該処理が行われた平成５年４月１日であると認め

られる。 

   また、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における

遡及訂正前のオンライン記録から、平成４年３月から同年９月までは 30

万円、同年 10 月から５年３月までは 34 万円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間のうち、平成５年４月１日から同年８月 21 日までの期

間については、雇用保険の加入記録により、申立人が同年８月 20 日まで

Ａ社に勤務していたことは確認できる。 

   しかし、申立人から提出された預金通帳により、当該事業所から申立人

へ平成５年４月 26 日（約 29 万円）及び同年９月 10 日（20 万円）に入金

の記載はあるものの、同年５月１日から同年９月１日までの期間について

は入金の記載が無いことが確認できる上、元取締役及び元従業員は、同年

４月１日以降は給与の遅配や支給が無いときもあり、給与から厚生年金保

険料が控除されていたか不明である旨供述している。 

   このほか、申立人の当該期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4171 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年６月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年６月から 57年３月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、当時勤務していた会社が給与から

の天引きで納付してくれていたはずであり、未納とされていることは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当時勤務していた会社が給与から申立期間の国民年金保険料

を天引きして納付してくれていたはずであると述べているところ、当該会

社は、申立期間当時、保険料の徴収をＡ（団体）に委託していたと回答し

ており、当該団体の徴収委託の記録では、申立人の保険料の徴収開始は昭

和 57 年４月とされており、Ｂ市（現在は、Ｃ市）の国民年金被保険者名

簿においても、申立期間の保険料は未納と記録されており、オンライン記

録と一致している。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る保険料の納付に直接関与していない

上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4172 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年４月から 51 年３月までの期間及び平成 11 年７月か

ら同年８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年４月から 51 年３月まで 

             ② 平成 11 年７月から同年８月まで 

    私は、昭和 49 年頃にＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、当時勤

務していた姉の経営する事業所に毎日集金に来ていたＢ農業協同組合

（当時）の職員を通じて、同年４月から 51 年３月までの国民年金保険

料を納付した。また、平成 11 年７月及び同年８月の保険料は、Ｃ信用

金庫の私の口座から引落し又は送られてきた納付書により納付しており、

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、昭和 49 年頃に国民年金の加入手

続を行い、申立期間①に係る国民年金保険料を納付したと主張してい

るところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、51 年５月 21 日に社会保

険事務所（当時）からＡ市に払い出された手帳記号番号の一つであり、

申立人の前後の任意加入者の資格取得日から、申立人の加入手続は同

年８月頃に行われ、この際、49 年４月＊日に遡って国民年金の被保険

者資格を取得したものと推認されることから、申立人の主張する加入

手続の時期と相違する。 

    また、申立人が加入手続を行った昭和 51 年８月の時点では、申立期

間①のうち 49 年６月以前の保険料は時効により納付することができな

い上、申立期間①のうち同年７月から 51 年３月までの保険料は過年度

納付となるが、申立人は遡って保険料を納付したことは無いと主張し

ている。 



 

    さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番

号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人は、申立期間②に係る保険料の納付状

況についての記憶が不鮮明である上、オンライン記録によれば、平成

13 年９月６日に申立期間に係る過年度納付書が作成されていることが

確認できることから、同時点で申立期間②は未納であったことがうかが

える。 

    また、申立期間②は平成９年１月の基礎年金番号制度導入後の期間で

あり、年金記録管理業務のオンライン化、電算による納付書作成、領収

済通知書の光学式文字読取機による入力等、事務処理の機械化が進んで

おり、記録漏れや記録誤り等が生じる可能性は少ない。 

 

  ３ 申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的

に判断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付して

いたものと認めることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4173 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年３月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年３月 

    私は、いくつかの職場を変わるたびに、国民年金保険料の未納が生じ

ていたことを、後になって知った。私の妻が、それらの保険料を夫婦二

人分まとめて納付したが、申立期間については、妻が納付済みなのに私

は未納となっているので納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を、ほかの未納とし

ていた期間の保険料と一緒に納付したと主張しているところ、申立人の国

民年金手帳記号番号は、昭和 63 年 12 月８日にＡ社会保険事務所（当時）

からＢ郡Ｃ村に払い出された 100 件の手帳記号番号の一つであることが国

民年金手帳記号番号払出簿により確認でき、申立人の手帳記号番号の前後

の第３号被保険者の該当処理日から、申立人は平成２年４月に国民年金の

加入手続を行ったと推認できる。 

   また、申立人の所持している年金手帳には、初めて国民年金の被保険者

になった日が平成２年４月１日と記載されている上、オンラインシステム

による氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧

調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情は見当たらないことから、申立期間はオンライン記録及びＢ郡

Ｃ村の国民年金被保険者名簿の記録どおり国民年金に未加入の期間であり、

制度的に保険料を納付することはできない。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4174 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年 10 月から平成５年７月までの付加保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年 10 月から平成５年７月まで 

    年金事務所が管理する私の年金記録のうち、申立期間については、付

加年金制度が開始されて以降、国民年金被保険者資格を喪失するまで、

夫が国民年金定額保険料と一緒に付加保険料を納付してきたのだから、

付加保険料の納付記録が欠落していることは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、付加年金制度開始の昭和 45 年 10 月から申立期間の付加保険

料を申立人の夫が納付したと主張しているが、Ａ市の国民年金被保険者名

簿、オンライン記録及び特殊台帳のいずれにおいても申立人が付加保険料

の納付を申し出たことは記録されておらず、申立人に対して付加保険料を

含めた国民年金保険料の納付書が発行されたとは考え難い。 

   また、申立人は申立期間の定額保険料及び付加保険料の納付に直接関与

しておらず、申立期間の申立人の定額保険料及び付加保険料を納付したと

する申立人の夫は既に亡くなっており、申立期間の付加保険料の納付状況

は不明である上、申立人の夫が国民年金の加入期間において付加保険料を

納付した形跡は見当たらない。 

   さらに、申立期間は 274 か月と長期にわたっている上、申立期間の付加

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無

く、ほかに申立期間の付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4175 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10 年４月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10 年４月 

    私は、平成９年２月からアルバイトをしていた会社で、10 年５月に

準社員となり厚生年金保険に加入した。厚生年金保険に加入するまでの

国民年金保険料は、母に納付書と現金を預けて１か月又は２か月ごとに

町役場で納付してもらうか、自分で納付しており、申立期間の前後にお

いて、年金の種別変更の際の未納は無い。平成 10 年度の領収書は残っ

ていないが、私も、母も未納の記憶は無いので、申立期間の納付記録を

確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を自分で納付したか覚えておらず、

保険料の納付を依頼していた申立人の母も申立期間の保険料の納付につい

ては記憶が明確ではなく、申立期間の保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号制度導入後の期間であ

り、年金記録管理業務のオンライン化、電算による納付書作成、領収済通

知書の光学式文字読取機による入力等、事務処理の機械化が進んでおり、

記録漏れ、記録誤り等が生じる可能性は少ない。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4176 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年７月から 63 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年７月から 63 年４月まで 

    私が勤務していた会社の経営者が、私の国民年金の加入手続を行って

くれたことは間違いなく、私は、国民健康保険料、国民年金保険料、市

民税等しっかり納付していた。私の年金記録が未加入となっているので

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ市の国民年金被保険者名簿において、申立人の国民年金の加入手続は

平成元年３月 13 日に行われたことが確認できる上、申立人の所持する年

金手帳には、申立人の国民年金被保険者資格の取得日が同年３月 11 日と

記録されており、オンライン記録と一致することから、申立期間は国民年

金に未加入の期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することはでき

ない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、昭和 62 年４月にＢ市において

申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されているが、同手帳記号番号は

手番無効者として同年４月 13 日に新規取得が取り消されていることから、

同手帳記号番号に基づいて申立期間の保険料を納付したとは考え難い上、

ほかに申立期間の保険料納付の前提となる別の手帳記号番号が払い出され

たことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立期間は 106 か月と長期にわたっている上、複数の行政機関

が同一人に対し保険料の収納事務の処理誤りを繰り返すことは考え難い。 

   加えて、申立人は申立期間の保険料の納付についての記憶が明確でない

上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定



 

申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4177 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年１月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年１月から 57 年３月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料について、Ａ信用金庫（現在は、Ｂ

信用金庫）の営業員を通じて妻の分と一緒に一括で納付しており、未納

とされていることは納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の妻の分と一緒

に一括で納付したと主張しているが、国民年金手帳記号番号が連番で払い

出されている申立人の妻も申立期間が未納となっており、社会保険事務所

（当時）が申立期間の保険料に係る事務処理を二人同時に誤るとは考え難

い。 

   また、Ｃ区の保管する年度別納付状況リスト（昭和 59 年５月 10 日時

点）において、申立人夫婦は、いずれも申立期間が未納と記録されており、

オンライン記録と一致している。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る保険料の納付時期等に関する記憶が

明確でない上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



 

千葉国民年金 事案 4178 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年１月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年１月から 57 年３月まで 

    申立期間の私の国民年金保険料は、夫がＡ信用金庫（現在は、Ｂ信用

金庫）の営業員を通じて、夫の分と一緒に納付してくれており、未納と

されていることは納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の夫が自身の分

と一緒に一括で納付してくれたと主張しているが、国民年金手帳記号番号

が連番で払い出されている申立人の夫も申立期間が未納となっており、社

会保険事務所（当時）が申立期間の保険料に係る事務処理を二人同時に誤

るとは考え難い。 

   また、Ｃ区の保管する年度別納付状況リスト（昭和 59 年５月 10 日時

点）において、申立人夫婦は、いずれも申立期間が未納と記録されており、

オンライン記録と一致している。 

   さらに、申立人自身は申立期間に係る保険料納付に直接関与しておらず、

申立人の夫は、保険料の納付時期等に関する記憶が明確でない上、申立期

間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4179 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年 11 月から 40 年３月までの期間、43 年５月から 44

年６月までの期間及び 45 年４月から 47 年３月までの期間の国民年金保険

料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年 11 月から 40 年３月まで 

             ② 昭和 43 年５月から 44 年６月まで 

             ③ 昭和 45 年４月から 47 年３月まで 

私は、昭和 39 年 11 月にＡ区役所で国民年金の加入手続を行い、40

年４月に就職するまでの間の国民年金保険料を自分で納付していたので、

申立期間①が未納とされていることは納得できない。 

また、昭和 43 年５月に結婚後はＢ市に居住し、48 年４月に厚生年金

保険に再加入するまでは国民年金に加入し、保険料を納付していたので、

申立期間②及び③が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 39 年 11 月に国民年金の加入手続を行ったと主張してい

るが、申立人の国民年金手帳記号番号は、元夫と連番で払い出されており、

前後の任意加入者の資格取得日から、44 年８月頃に国民年金の加入手続

を行ったことが推認できる。 

また、オンライン記録により、平成２年６月 12 日の処理で、申立人の

国民年金の被保険者資格取得日が昭和 44 年７月 25 日から 39 年 11 月４日

に訂正され、45 年６月 26 日の資格喪失及び 47 年４月 25 日の資格取得の

記録が取り消されていることが確認でき、平成２年６月 12 日の処理が行

われるまで申立期間①、②及び申立期間③のうち昭和 45 年６月から 47 年

３月までの期間は、未加入期間として扱われていたものと考えられ、制度

上、国民年金保険料を納付することができない期間であり、オンラインシ

ステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによ



                      

  

る縦覧調査の結果、当該期間の保険料を納付する前提となる別の手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間に係る保険料の納付方法、納付金額等につ

いての記憶が明確ではない上、申立期間の保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4180 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年４月から同年５月までの期間及び 43 年４月から 45

年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年４月から同年５月まで 

             ② 昭和 43 年４月から 45 年６月まで 

    私は、申立期間①及び②については、会社を退職後に国民健康保険の

加入手続を行い、それと共に国民年金の加入手続も行っているはずであ

るので、未加入期間とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②について、国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料を納付したと主張しているが、申立人が所持する年金手帳に

は、初めて国民年金の被保険者となった日が昭和 61 年４月１日と記載さ

れており、Ａ市の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録の資格記録と

一致していることから、申立期間①及び②は国民年金に未加入の期間であ

り、制度上、保険料を納付することはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立期間①及び②の保険料を納

付する前提となる別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間①及び②に係る国民年金の加入手続、保険

料の納付方法、納付金額等についての記憶が曖昧である上、申立期間①及

び②の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4181 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年８月から 57 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 49 年８月から 57 年４月まで 

    私の年金記録を見ると、昭和 49 年８月から 57 年４月までの年金記録

が無い。国民年金保険料を納付していると思うので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時、国民年金保険料の納付については、加入時において国民

年金手帳記号番号の払出しを受け、当該手帳記号番号に基づき保険料を納

付するところ、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号

番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないことから、申立

期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付することが

できない期間である。 

   また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付について具体的

な記憶は無いと述べており、申立期間の保険料の納付状況は不明である。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4541 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年３月 26 日から 40 年４月 14 日まで 

    私は、昭和 37 年３月 26 日にＡ社に入社し、40 年４月 14 日に厚生年

金保険被保険者資格を喪失するまで勤務していた。申立期間の厚生年金

保険の記録について年金事務所に問い合わせたところ、申立期間につい

て脱退手当金が支給されているという説明を受けたが、脱退手当金の制

度を知らなかった上に、受給した記憶も無いので、記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和 40 年９月 14 日

に支給決定されている上、Ａ社に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保

険者原票には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記載されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人と同時期に資格喪失した元同僚に照会したところ、複数の

元同僚は、「会社から脱退手当金の説明を受けた。手続は自分で行ってい

ない。」と回答しており、事業主による代理請求の可能性を否定できない。 

   さらに、申立人は、平成 19 年９月 19 日付けのＢ社会保険事務局（当

時）発行の被保険者記録照会回答票の生年月日の違いを指摘した上で、脱

退手当金を受給しているという記録についても誤りであると主張している

が、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿では正しい生

年月日が記載されていることから、当該回答票において生年月日が間違っ

て記載されていることだけをもって、申立人の年金に係る記録管理に不自

然さがあるとまでは言えない。 

   加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4542 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35 年６月１日から 37 年 12 月１日まで 

    私は、昭和 35 年６月から 41 年 10 月 11 日までＡ市のＢ事業所（その

後、Ｃ社に社名変更）にＤ（役職）として勤務し、厚生年金保険に加入

しており、申立期間の標準報酬月額は当時の最高等級であるはずなのに、

減額されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ｂ事業所にＤ（役職）として勤務していたので、申立期間

の標準報酬月額は、当時の最高等級であるはずだ。」と主張している。 

   しかし、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっているため、

申立期間に係る関連資料は保管されておらず、申立人の厚生年金保険料の

控除について確認できない。 

   また、当該事業所の申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

の標準報酬月額の記録とオンライン記録は一致しており、申立人の申立期

間において遡及訂正等の不自然な訂正が行われた形跡は見当たらない。 

   このほか、申立期間において申立人が主張する標準報酬月額に見合う保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   なお、申立人は、当該事業所の代表取締役であったことが商業登記簿謄

本で確認できるところ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例

等に関する法律（以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、



 

特例対象者（申立人）が、当該事業所が厚生年金保険の保険料納付義務を

履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合

については、記録訂正の対象としない旨規定されている。 

   そのため、仮に、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を給与から控除されていたとしても、申立期間当時、

当該事業所の代表取締役であった申立人は、上記のとおり特例法第１条第

１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、

又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると認められるこ

とから、申立期間については、特例法に基づく記録訂正の対象とすること

はできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4543 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準賞与額に係る記録の訂正 

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年７月７日 

    Ａ社は、平成 20 年７月７日に賞与を支給し、申立人から厚生年金保

険料を控除したが、賞与支払届の事務手続を誤ったため申立期間に係る

保険料を納付しなかった。23 年８月 30 日に当該賞与に係る賞与支払届

を提出しているので、年金額に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された支給控除一覧表により、申立人は、平成 20 年７月

７日に支給された賞与から当該賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より控除されていることが確認できる。 

   しかし、厚生年金保険の被保険者期間については、厚生年金保険法第

19 条第１項の規定において、被保険者期間を計算する場合には、月によ

るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前

月までをこれに算入するとされているところ、オンライン記録において、

申立人は、当該賞与が支給された４日後の平成 20 年７月 11 日に当該事業

所における被保険者資格を喪失していることが確認できる上、当該事業所

の加入するＢ健康保険組合における申立人の健康保険被保険者の資格喪失

日と一致している。 

   これらのことから判断すると、平成 20 年７月は、申立人が当該事業所

における厚生年金保険の被保険者とはならない月であり、当該月に当該事

業所から支給された賞与については、保険料の徴収の対象とはならないこ

とから、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準賞与額に係る記録

の訂正を認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4544（事案 3842 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成７年 11 月４日から８年 10 月 28 日まで 

             ② 平成 13 年 11 月 16 日から 14 年６月 27 日まで 

             ③ 平成 14 年６月 28 日から 20 年 12 月１日まで 

    私は、申立期間において、「Ａ（団体）Ｂ事業所」、「Ｃ（団体）Ｄ

事業所」及び「Ｅ（団体）Ｆ事業所」にＧ（職種）として勤務したにも

かかわらず厚生年金保険の被保険者記録が無いことについて申し立てた

が、記録の訂正は認められないとの通知を受け取った。審議結果に納得

できないので、再度審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る当初の申立てについては、申立期間①は、ⅰ）申立人に

係る雇用保険の加入記録において、Ａ（団体）Ｂ事業所における勤務が確

認できず、申立人は、当時の事業所長及び同僚等の氏名を覚えていないこ

とから、申立人の勤務実態を確認することができないこと、ⅱ）申立人は、

第３号被保険者及び第１号被保険者として国民年金に加入していること、

申立期間②は、ⅲ）Ｃ（団体）Ｄ事業所から提出された申立人に係る賃金

台帳及び平成 14 年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿において、厚生

年金保険料の控除がされていないこと、ⅳ）申立人は、Ｈ町において、11

年１月 26 日から 14 年８月 18 日までの期間は国民健康保険に加入してい

ること、申立期間③は、ⅴ）Ｅ（団体）Ｆ事業所は、「申立人の在籍期間

は 14 年 10 月 16 日から 20 年 12 月１日までである。申立人は、週３日、

１日 7.5 時間の勤務で、厚生年金保険料は控除していない。」と回答して

いる上、当該事業所から提出された申立人に係る 14 年から 20 年までの給

与所得に対する所得税源泉徴収簿においても、厚生年金保険料は控除され

ていないこと、ⅵ）申立人は、Ｉ市において、16 年８月 16 日から国民健

康保険に加入し、現在も加入中であることなどから、既に当委員会の決定



 

に基づき、23 年８月 17 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知

が行われている。 

   今回の申立てにおいて、申立人は、「申立期間において、Ｇ（職種）と

して勤務した。」と主張しているのみで、新たな資料等の提出は無く、当

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人は厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4545（事案 3623 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年５月１日から 35 年５月５日まで 

    私は、前回の申立ての結論について納得できない。新たな資料として

提出する平成 22 年７月５日にＡ年金事務所でもらった「被保険者記録

照会回答票」によると、昭和 35 年９月 10 日に「Ｂ（名前）」に脱退手

当金が支給されたこととなっているが、当時は入籍前で旧姓を使用して

いたので、支給を受けたのは別人であり、私は脱退手当金を受給してい

ないので厚生年金保険の年金として支給してほしい。また、脱退手当金

を支給したとするのであれば間接的な調査結果ではなく、私自身が受け

取ったとする私自筆の署名等、確かな証拠を示してもらわないと納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ｃ社Ｄ事業所の総務担当者が、

申立期間当時を知る者に照会した結果として、「当時、会社が代理請求し

ていたようである。」と供述しているほか、元同僚が「会社が請求してく

れていた。」と供述している上、申立期間当時は通算年金制度創設前であ

ったことを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による

代理請求がなされた可能性が高いものと考えられること、ⅱ）申立期間の

脱退手当金については、申立人に係る厚生年金保険台帳（旧台帳）に、脱

退手当金算定のために必要となる標準報酬月額等を社会保険庁（当時）か

ら当該脱退手当金を裁定した社会保険事務所（当時）へ回答したことが記

録されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないことなどか

ら、既に当委員会の決定に基づき、平成 23 年６月 15 日付けで年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 



 

   今回、申立人は、「被保険者記録照会回答票」の氏名が婚姻後の氏名と

なっていることを再申立ての根拠としているが、オンライン記録により、

旧姓から新姓への氏名変更手続が平成６年９月 28 日に行われていること

が確認できることから、脱退手当金は旧姓で申請され、旧姓で支給決定さ

れており、事務手続に不自然さは無い。 

   また、当該脱退手当金の支給決定庁である年金事務所は、「当時の脱退

手当金関連書類は保存していない。」と回答している。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、ほかに当委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはでき

ない。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4546（事案 4105 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年４月１日から 32 年５月 11 日まで 

             ② 昭和 32 年 12 月１日から 34 年２月 16 日まで 

             ③ 昭和 35 年６月５日から 38 年９月 29 日まで 

    私は、Ａ年金事務所からの連絡により、Ｂ社の記録が判明したことで

当時の記憶が鮮明になった。当時、次の仕事につなげるため、Ｃ（言

語）を習いに行っていたし、失業保険も受給した記憶がある。当時は生

活が苦しかったので申立期間②及び③の脱退手当金１万 6,000 円を受給

していたら覚えているはずだ。申立期間①、②及び③に支給されたこと

になっている脱退手当金は受給していないので再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①の申立てについては、ⅰ）申立人の厚生年金保険被保険者

台帳（旧台帳）において、脱退手当金が支給されたことが記載されてい

る上、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえないこと、ⅱ）Ｄ社の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿の申立人の資格喪失日である昭和 32 年５月 11 日の前後２年以

内に資格を喪失し受給資格を有し、オンライン記録において脱退手当金

を支給されたことになっている申立人を含む７人全員が資格喪失日から

６か月以内に支給決定されている上、当時は通算年金制度創設前であっ

たことを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による

代理請求がなされた可能性が高いものと考えられること、申立期間②及

び③の申立てについては、ⅰ）脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無

く、Ｅ社における資格喪失日から約２か月半後の 38 年 12 月 17 日に支

給決定されている上、同社の被保険者名簿に脱退手当金の支給を意味す



 

  

る「脱」の表示が記載されているなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえないこと、ⅱ）Ｅ社の被保険者名簿の申立人の資格喪失日である

38 年９月 29 日の前後２年以内に資格を喪失し受給資格を有し、オンラ

イン記録において脱退手当金を支給されたことになっている申立人を含

む 10 人のうち７人が資格喪失日から６か月以内に支給決定されている

ことを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代

理請求がなされた可能性が高いものと考えられること、申立期間①、②

及び③については、２回にわたり脱退手当金が支給されたと記録されて

いるところ、２回とも申立人の意思に反して請求されているということ

は考え難いことなどから、既に当委員会の決定に基づき、平成 23 年 10

月 19 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 

２ 今回の申立てにおいて、申立人から新たな資料の提出等は無く、申立

人から聴取しても、受給していないというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない、 

また、平成 23 年７月 26 日付けで、新たに昭和 39 年２月 10 日から

同年 12 月 29 日までの被保険者期間が申立人の記録として統合されたこ

とによって、申立人は、Ｅ社における資格喪失日から約５か月後に厚生

年金保険に加入していることが判明したが、このことをもって脱退手当

金の支給を疑わせるまでの不自然さがあるとまでは言えない。 

これらの理由及びその他の事情を総合的に判断すると、ほかに当委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。



 

  

千葉厚生年金 事案4547（事案2514及び4107の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25 年 12 月１日から 26 年８月１日まで 

    私は、申立期間において、Ａ社Ｂ支店（名称変更後は、Ａ社Ｃ支社）

に在籍し、Ｄ県Ｅ町のＦ（施設）内でＧ（業務）に従事し、厚生年金保

険に加入していたと思う。Ｄ県のＦ（施設）で一緒に仕事をした同僚を

思い出したので再調査の上、厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当初、昭和 25 年５月から 28 年 10 月までの期間について、

Ｈ社のＩ丸に乗船していたとして申立てを行い、当該期間に係る申立てに

ついては、Ｈ社及びＩ丸の船長から交付された上陸証明書から、申立人が

Ｉ丸に乗船していたことは確認できるが、ⅰ）Ｈ社に係る船員保険被保険

者名簿から所在が判明した複数の元同僚は、いずれも申立人を覚えていな

いこと、ⅱ）申立期間に係る船員保険被保険者台帳には、申立人の船員保

険の加入記録が無い上、当該事業所の申立期間に係る船員保険被保険者名

簿には、申立人の氏名は無いことなどから、既に当委員会の決定に基づき、

平成 22 年 10 月６日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

   再申立てにおいて、申立人は、昭和 24 年９月 10 日から 35 年４月１日

までを４期間に分け事業所を特定した申立てを行い、今回の申立期間であ

る 25 年 12 月１日から 26 年８月１日までの期間について、Ａ社Ｂ支店に

在籍し、Ｄ県Ｅ町でＧ（業務）に従事していたとして申立てを行い、当該

期間に係る申立てについては、申立人から提出された履歴書（36 年５月

１日付け）等により、申立人は、同社Ｂ支店に関する業務に携わっていた

ことは推認できるが、ⅰ）Ａ社は、「申立人には正社員としての記録が無



 

  

いことから、現場や支店で雇用していたとしても「傭人」という雇用形態

であったと考えられる。」と回答していること、ⅱ）当該期間における厚

生年金保険料の控除について確認できないことなどから、既に当委員会の

決定に基づき、平成 23 年 10 月 19 日付けで年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

   今回の申立てにおいて、申立人は、新たに申立期間当時の元同僚一人の

氏名を挙げた上、「Ａ社は大きな会社なので厚生年金保険に加入していた

はずである。」と主張している。 

   しかし、申立人の申立期間において、Ａ社Ｂ支店の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿に上記元同僚の氏名は無い上、オンライン記録により氏名

検索したところ、申立人が覚えていた漢字表記では一人抽出できたが、既

に死亡しており、当該者の年金記録には同社での被保険者記録は無い。 

   また、Ａ社Ｃ支社の総務担当者は、再度の照会について、「申立人の氏

名は社員名簿に無いことから正社員ではなく、仕事内容から単発の仕事を

していた者で、厚生年金保険には加入していないと思う。」と回答してい

る。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

ほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



 

  

千葉厚生年金 事案 4548 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10 年９月１日から同年 11 月１日まで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）に派遣社員として登録し働いていた期間

のうち、平成 10 年９月１日から同年 11 月１日までの厚生年金保険の加

入記録が無く、同年 11 月１日の資格取得となっている。申立期間には

同社から派遣されてＣ社Ｄ支店に勤務していたので、厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された人事資料から、申立人が申

立期間においてＡ社から派遣され、Ｃ社Ｄ支店に勤務していことは確認で

きる。 

   しかし、Ｂ社は、「厚生年金保険の被保険者資格取得届の内容、厚生年

金保険料の控除及び納付については申立期間当時の資料が保存されていな

いため、不明である。」と回答している。 

   また、Ａ社が加入していたＥ健康保険組合から提出された健康保険組合

適用台帳によると、申立人の健康保険被保険者の資格取得日は平成 10 年

11 月１日、資格喪失日は 12 年９月１日と記録され、オンライン記録と一

致している上、同組合は、「申立期間当時、事業主が社会保険事務所（当

時）及び健康保険組合に提出する届出用紙は、複写式のものが使用されて

いた。」と回答している。 

   さらに、Ａ社で申立人と同日（平成 10 年 11 月１日）に厚生年金保険の

被保険者資格を取得した元同僚の雇用保険の資格取得時期を確認したとこ

ろ、厚生年金保険よりおおむね１か月から３か月早い日付けで資格取得し

ていることから、当該事業所では必ずしも勤務開始と同時に厚生年金保険



 

  

に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


